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2 広報おくしり 平成30年７月号まちの話題・暮らしの情報

１打入魂!!町長杯P.G大会１打入魂!!町長杯P.G大会

　今年で第９回を迎えた「奥尻町長杯パークゴルフ大会」が
５月27日リトーレパークゴルフ場において開催されました。
　晴天の下、起伏に富んだコースの中を出場された32名の
方々は、18ホール２ラウンド制で熱戦を繰り広げました。
　今年もホールインワンを2名が達成するなど、大変盛り上
がった見どころのある大会となりました。
　大会の結果は次のとおりです。新村町長を中心に参加者全員で記念撮影

大会上位３位までの方々

【男性の部】 【女性の部】
順位 氏　　　名 打数 順位 氏　　名 打数
優　勝 柴　野　憲　司 112 優　勝 坂　井　まゆみ 116
準優勝 小山内　政　悦 115 準優勝 田　口　ゆきえ 118
第３位 岩　坂　　　透 115 第３位 道　下　栄　子 130
第４位 脇　田　敏　文 117 第４位 辻　　　千鶴子 133
第５位 制　野　征　男 118 第５位 石　田　　　忍 136
第６位 上　野　史　朗 118 第６位 國　枝　由　子 136
※大会の成績（上位6位まで） （敬称略）

北海道南西沖地震から25年…
未来「奥尻」語るシンポジウム開催
北海道南西沖地震から25年…

未来「奥尻」語るシンポジウム開催

　５月25・26日、地域安全学会（本部・東京
都）の研究発表とシンポジウムが、今年で北海
道南西沖地震から25年の節目を迎える奥尻町
(海洋研修センター)で開催されました。
　シンポジウムには、全国から集まった防災の
研究者や学生、奥尻高校生・奥尻町民の方など
約160名が参加、地震・津波についての講演
に続き、パネルディスカッションが行われ、奥
尻高校から安藤晃希くん（２年）と島留学生の
林東吾くん（２年）が「まなびじま奥尻」プロ
ジェクトの様々なユニークな取組みを紹介し、
会場を盛り上げたほか、稲垣森太学芸員も奥尻
の「歴史とこれから」をテーマに熱く!?笑い
も交えながら意見を交換しました。
　参加者らはシンポジウム後も防潮堤や津波館
など町内各地を視察し「奥尻の未来」について
思いをそれぞれ巡らせていました。

参加者全員で植樹後の記念撮影

緑がいっぱいの「奥尻島」を目指して…緑がいっぱいの「奥尻島」を目指して…

　６月９日、奥尻島豊かな森において「北の魚つ
きの森植樹活動」が漁協女性部の「お魚殖やす植
樹活動」と合同で開催されました。
　参加された約80名の方々は、それぞれ未来奥
尻島の「緑がいっぱい」への思いを込めて、合計
300本のミズナラを植樹されました。

画期的なシンポジウムとなりました

平成30年５月15日付奥尻町新採用職員紹介奥尻町新採用職員紹介
奥尻町国保病院　歯科衛生士

鈴
すず
　木

き
　真

ま
亜
あ
子
こ
【25歳】

○出身地　北海道札幌市
○趣味・特技　カメラ
○抱　負
　 　新しい環境で慣れないことも多い
ですが、信頼される歯科衛生士にな
れるよう努力します！
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メッセージボード・パネルを手に記念撮影

震災を風化させない…京都北海道クラブが来島震災を風化させない…京都北海道クラブが来島

　６月６日、京都市在住の道産子らの方々でつくられている「京
都北海道クラブ」の一行が奥尻町を訪れ、田中敦詞副町長へメッ
セージボードなどの贈呈を行いました。
　北海道南西沖地震から25年を迎える本年、京都市において
震災をテーマとしたイベントを開催しパネル等を展示「北海道
南西沖地震の風化を防ごう」という思いを込めた来島でした。
　大変ありがとうございました。

奥尻町「住宅リフォーム助成制度」のご案内
①対象となる方： 奥尻町に住民登録しており、町税やその他町に納付すべき料金等（水道料金・保育

料など）に滞納のない方（同一世帯の人を含む）。なお、同一住宅及び同一人につき、
１回限りとし、過去に制度を利用した方は、同一世帯員が発注するものを含め対象
外になります。

②対象となる工事： 自ら居住する個人用住宅の改築、改修等で20万円以上（税抜）の住宅改修工事・
下水道工事・電気工事などを町内の建築事業者ほか、関連事業者に発注したものが
対象です。

　　　　　　　　　なお、店舗や農機具庫など事業用のものは対象になりません。

③助　　成　　額： 20万円（税抜）以上の工事にて、工事費用（税抜）の20％を助成します。上限額
は20万円となります。

※ご注意：助成の申請は必ず工事着工前に行わなければなりません。

◇お問い合わせ先
　 リフォーム助成の利用を検討される際、不明なことや不安なことについては、奥尻町役場・地域政策
課政策推進係（☎２－３４０３）もしくは青苗支所（☎３－２３２１）までお問い合わせ下さい。

○給排水、衛生、換気、暖房、避難、防火、電気等の設備工事
○間取りの変更等模様替えを行う工事
○台所、浴室又は便所を改良する工事
○建具の取替等の工事
○壁紙の貼り替え工事
○断熱、気密改修工事
○基礎、土台、柱、筋交い等の修繕又は補強工事
○外壁、屋根、内壁、天井等の修繕工事
○塗装工事
○住宅のかさ上げ工事又は床を高くする工事
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　今年も奥尻町での成人式が、8月12日（日）に開催
されます。
　新成人は、平成10年４月２日から平成11年４月
１日までに生まれた方が対象です。
　対象の方には、案内状（往復はがき）を送付し、
出欠を確認していますので、お早めに返信してくだ
さい。
　また、奥尻町に住民登録をしていなくても、帰省
して出席を希望される方は、7月24日（火）までに奥
尻町教育委員会事務局（☎2－3890）へご連絡く
ださい。

 ◇６月９日（土）～江差町内陸上競技場～
男子100ｍ　第３位　明　上　海　斗（奥中３年）
男子400ｍ　第３位　菊　地　祥　太（奥中３年）
男子800ｍ　第１位　小　柳　翔太郎（奥中３年）
 （※７月下旬開催の全道大会へ出場）

男子400ｍリレー　第３位 （青木・菊地・小柳・明上）

日時　平成30年８月12日（日）午後3時～
会場　奥尻町海洋研修センター

奥尻町

「真夏」の成人式「真夏」の成人式
檜山中体連陸上入賞者（３位まで）檜山中体連陸上入賞者（３位まで）

３位と健闘した奥中男子リレーチーム
（左から青木君、小柳君、菊地君、明上君）
３位と健闘した奥中男子リレーチーム

（左から青木君、小柳君、菊地君、明上君）

町では、平成31年４月から勤務する職員を募集します。職種などは下記のとおりとなっています。

奥 尻 町 職 員 募 集

※採用申込書は、役場総務課または青苗支所窓口にございます。
　（奥尻町のホームページからもダウンロードできます）
※採用面接試験は10月中旬以降を予定しています。（申込者に通知します。）

◎一般行政職の採用試験は、渡島・檜山町村会合同で７月２日から７月31日まで受付しています。

【お問い合わせ先：奥尻町役場　総務課総務係　☎01397－2－3401】

募　　　　集　　　　要　　　　項

職　　　種 資　　格　　要　　件 募集人数 提 出 書 類 申し込み方法・期日

建 築 技 術 者
建築設計・施工など建築に関する実務経験
のある方、または建築士２級以上の資格を
有するか採用までに取得見込みの方

各１名

○採用申込書

○ 資格をお持ち
の方

　 各資格証明書
類の写し

○新卒の方
　 卒業見込み証

明書及び成績
証明書

平 成30年 ９ 月
28日までに左
記の提出書類を
役場総務課に提
出してください。

（消印有効）

社会教育主事 社会教育主事の資格をお持ちの方、または
採用までに取得見込みの方

看　 護　 師 看護師の資格をお持ちの方、または採用ま
でに取得見込みの方

臨床検査技師 臨床検査技師の資格をお持ちの方、または
採用までに取得見込みの方

保　 健　 師 保健師の資格をお持ちの方、または採用ま
でに取得見込みの方

社会福祉士・
介護支援専門員

社会福祉士または介護支援専門員の資格を
お持ちの方、または採用までに取得見込み
の方

発 電 技 師 電気関係または機械関係の資格をお持ちの
方、または採用までに取得見込みの方
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町
で
は
、
災
害
時
の
備
え
と
し
て 

「
避
難
行
動
要
支
援
者
」
の
名
簿
作

成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難

す
る
こ
と
が
難
し
い
方
に
対
し
、
救

助
や
避
難
支
援
活
動
を
迅
速
に
行
う

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

 

名
簿
の
対
象
者

　
避
難
行
動
要
支
援
の
対
象
者
は
次

の
①
〜
⑤
に
該
当
す
る
方
で
申
出
書

及
び
同
意
書
を
提
出
し
た
方
で
す
。

●
 

津
波
警
報
が
出
た
と
き
に
、
逃
げ

る
た
め
に
誰
か
の
助
け
が
ほ
し
い
。

●
 

地
震
が
あ
っ
た
と
き
に
、
避
難
す

べ
き
か
ど
う
か
判
断
で
き
な
い
。

●
 

災
害
時
、
１
人
で
の
避
難
が
大
変

な
こ
と
を
周
り
の
人
に
知
っ
て
ほ

し
い
。

◎
避
難
に
支
援
が
必
要
な
方
は

 

申
出
書
を
提
出
し
て
下
さ
い
　

　
申
出
書
は
次
の
窓
口
で
随
時
受
付

け
て
い
ま
す
。

・
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

・
役
場
総
務
課

・
青
苗
支
所

◎
名
簿
の
更
新

　
名
簿
は
毎
年
７
月
末
で
更
新
さ

れ
、
支
援
機
関
へ
提
供
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
又
は
役
場
総
務
課
に

ご
相
談
下
さ
い
。

【 

ご 

注 

意 

】

　
個
人
情
報
提
供
に
同
意
す
る
こ
と

で
災
害
時
の
避
難
支
援
を
受
け
る
可

能
性
は
高
ま
り
ま
す
が
、
避
難
行
動

支
援
を
必
ず
保
証
す
る
も
の
で
は
な

く
、
ま
た
、
避
難
支
援
者
は
法
的
な

責
任
や
義
務
を
負
う
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
こ
の
名
簿
へ
の
登
録
は
強

制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

①
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
者

② 

身
体
障
害
者
手
帳
（
一
級
・
二

級
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る

③ 

精
神
障
害
及
び
療
育
手
帳
等
の

交
付
を
受
け
て
い
る
方

④ 

65
歳
以
上
の
高
齢
者
で
支
援
を

必
要
と
す
る
方

⑤
そ
の
他
特
例
な
事
情
が
あ
る
者

こ
ん
な
不
安
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
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◆ 保険料のお支払い方法
　保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。

「口座振替」を希望される方は、奥尻町役場税務国保課国保年金係へお申し出ください。
（お申込みに必要なもの：ご本人の保険証・お支払いする口座の預金通帳とお届け印）

　　●「年金からのお支払い」から「口座振替」に切り替わる時期は、お申し出の時期により異なります。
　　●被税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。
　　　（年金からのお支払いの場合、お支払いいただくご本人の社会保険料控除の対象になります）

■保険証が新しくなります■

■減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります■

　現在ご使用の保険証の有効期限が平成30年７月31日をもって満了となるため、８
月以降は使用できなくなります。
　７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、桃色の保険証を
ご使用ください。

　現在ご使用の減額認定証の有効期限が平成30年７月31日をもって満了となるため、８月以降は使用できなく
なります。有効期間は保険証と同じく１年間です。
　引き続き交付対象に該当する方は７月中に減額認定証を交付しますので、８月１日からは水色の減額認定証を
ご使用ください。
　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、奥尻町役場税
務国保課国保年金係へ申請してください。

○新しい保険証の有効期限は、平成31年７月31日までです。
○ 紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、奥尻町役場税務国保課国保
年金係までお申し出ください。

新しい保険証は桃色です

新しい減額認定証は水色です

区　分　Ⅱ ○世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
区　分　Ⅰ 世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方

○世帯全員の所得が０円の方
　（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方）
○老齢福祉年金を受給されている方

減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

■医療費通知を全受診者へ送付しています■
　広域連合では被保険者の皆様の医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を、対象期間に医療機関
等を受診した全ての被保険者の皆様へ送付しています。発送月は、９月下旬と３月上旬の年２回です。
【イメージ図】

※ この通知は皆様の受診状況についてお知らせするもの
で請求書ではありません。

※ この通知は医療費控除の申告手続きで医療費の明細書
として使用することができます。医療費控除の申告に
関することは、税務署にお問い合わせください。

◆ 医療費通知の活用について
○医療費の推移が一目でわかるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
○健康診査など、皆様の健康保持・増進に役立つ情報が記載されています。
○診療日数等に間違いがないか確認しましょう。

北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062　札幌市中央区南２条西14丁目国保会館６階
電話　011-290-5601

お住まいの市区町村
奥尻町役場　税務国保課国保年金係
電話　01397-2-3406

お問い合わせ先

後期高齢者医療制度

～平成30年度の保険料のお支払いと
 保険証（被保険者証）の一斉更新について～

後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ

■７月に保険料額をお知らせします■

◆ 保険料の軽減

　平成30年度の保険料につきましては、７月に個別にお知らせします。
　《保険料の計算方法》

均　等　割
【１人当たりの額】
50,205円

所　得　割
【本人の所得に応じた額】

（平成29年中の所得－33万円）×10.59％

１年間の保険料
【限度額６２万円】

（100円未満切り捨て）

●１年間の保険料の上限額は、平成30年度から62万円になります（平成29年度は５７万円）。
●年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。

＋ ＝

　①　均等割の軽減（年額）
　　●軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
　　●被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
　　●昭和28年１月１日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 軽減後の年間均等割額
33万円かつ被保険者全員が所得０円
　　　（年金収入のみの場合、受給額80万円以下） ９割軽減 【年額】 　5,020円

33万円 8.5割軽減 【年額】 　7,530円

33万円＋(27万５千円×世帯の被保険者数) ５割軽減 【年額】　25,102円

33万円＋(50万円×世帯の被保険者数) ２割軽減 【年額】　40,164円

※平成30年度から、均等割５割軽減・２割軽減の軽減判定所得が拡充されました。

　②　所得割の軽減の見直し
　　● 平成29年度は、一定の所得以下の方について、所得割が「２割」軽減されておりましたが、
　　　平成30年度から、「軽減なし」へ変更となりました。

　③　被用者保険の被扶養者だった方の軽減
　　● この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方については、負担軽減のための特別措置として、

所得割がかからず、均等割が5割軽減となります（50,205円→25,102円）。
　　※ 平成30度から、被用者保険の被扶養者だった方の均等割の軽減割合が「７割」から「５割」へと変更さ

れました。なお、所得の状況により、均等割の軽減割合が９割、または8.5割に該当することがあります。
　　※ 被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国

民健康保険等は含まれません。

◆ 保険料の減免
　　保険料のお支払いが困難な場合は、奥尻町役場税務国保課国保年金係へご相談ください。
　 　災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方
については、保険料の減免が受けられる場合があります。
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◆ 保険料のお支払い方法
　保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。

「口座振替」を希望される方は、奥尻町役場税務国保課国保年金係へお申し出ください。
（お申込みに必要なもの：ご本人の保険証・お支払いする口座の預金通帳とお届け印）

　　●「年金からのお支払い」から「口座振替」に切り替わる時期は、お申し出の時期により異なります。
　　●被税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。
　　　（年金からのお支払いの場合、お支払いいただくご本人の社会保険料控除の対象になります）

■保険証が新しくなります■

■減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も新しくなります■

　現在ご使用の保険証の有効期限が平成30年７月31日をもって満了となるため、８
月以降は使用できなくなります。
　７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、桃色の保険証を
ご使用ください。

　現在ご使用の減額認定証の有効期限が平成30年７月31日をもって満了となるため、８月以降は使用できなく
なります。有効期間は保険証と同じく１年間です。
　引き続き交付対象に該当する方は７月中に減額認定証を交付しますので、８月１日からは水色の減額認定証を
ご使用ください。
　新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、奥尻町役場税
務国保課国保年金係へ申請してください。

○新しい保険証の有効期限は、平成31年７月31日までです。
○ 紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、奥尻町役場税務国保課国保
年金係までお申し出ください。

新しい保険証は桃色です

新しい減額認定証は水色です

区　分　Ⅱ ○世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
区　分　Ⅰ 世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方

○世帯全員の所得が０円の方
　（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方）
○老齢福祉年金を受給されている方

減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

■医療費通知を全受診者へ送付しています■
　広域連合では被保険者の皆様の医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を、対象期間に医療機関
等を受診した全ての被保険者の皆様へ送付しています。発送月は、９月下旬と３月上旬の年２回です。
【イメージ図】

※ この通知は皆様の受診状況についてお知らせするもの
で請求書ではありません。

※ この通知は医療費控除の申告手続きで医療費の明細書
として使用することができます。医療費控除の申告に
関することは、税務署にお問い合わせください。

◆ 医療費通知の活用について
○医療費の推移が一目でわかるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
○健康診査など、皆様の健康保持・増進に役立つ情報が記載されています。
○診療日数等に間違いがないか確認しましょう。

北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062　札幌市中央区南２条西14丁目国保会館６階
電話　011-290-5601

お住まいの市区町村
奥尻町役場　税務国保課国保年金係
電話　01397-2-3406

お問い合わせ先
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　町では、離島漁業の再生を図るため「離島漁業再生支援交付金事業」に取組んでいます。
　この事業では、漁業生産力の向上や漁業の再生に関する実践的な取組みを推進することで、平均漁業所得を向
上させ、漁業就業者の減少を抑えるものです。
　また、関係要領等の規定により昨年度実施した取組みの内容を次のとおり公表します。

平成29年度奥尻町離島漁業再生支援交付金事業の公表について

協 定 対 象
漁業世帯数

漁場の生産
力の向上に
関 す る
取 組 状 況

漁 業 の
再 生 に
関 す る
実 践 的 な
取 組 状 況

雇用を創出
するための
取 組 状 況

雇用の創出
を円滑に行
う た め の
環 境 整 備
取 組 状 況

交 付 金 額１３３世帯
平成29年度実施した取組事項

平成29年度実施した取組事項

平成29年度実施した取組事項

平成29年度実施した取組事項

33,042千円

取　組　内　容 取組の成果 取組成果の説明

⃝海業
（内容）島内水産物販売促進のため、簡易的な海鮮
小屋の経営及び直販所（移動販売車等）の経営

１件 　集落内に１件の海業の起業が行われ、２名の新た
な雇用創出が図られた。

取　組　内　容 取組の成果 取組成果の説明

⃝ウニ深浅移殖放流
（内容）ウニ深浅移殖放流は、潜水器漁業により深
場に生息しているウニを漁場となる浅場へ移殖する
ことで未利用となっていた資源の有効活用を図る取
組みです。

100万個 　今年７月から実施のウニ漁における生産力の向上
が期待されます。（昨年９月に実施）

⃝アワビ種苗放流
（内容）アワビは島の特産品であるが、最近では、
異常気象など様々な要因により資源の減少が深刻な
状況となっています。
　このため、アワビ資源の回復のため種苗放流を計
画し、過去の放流実績等を踏まえ、効果の高い放流
方法を検討しながら種苗放流を実施した。

５万個

　高い種苗放流効果を期待し、漁協青年部の潜水士
による海底での種苗放流を実施した。
　これによりアワビ資源の回復と次期アワビ漁での
水揚高の増加が期待された。（アワビ漁の漁期は５
～７月）

取　組　内　容 取組の成果 取組成果の説明

⃝イワガキ養殖試験
　奥尻町のイワガキは、今の所、漁業対象種とはなっ
ておらず、棲息状況についてもほとんど把握されて
いない実情のため、産卵期などの基礎的な生態の把
握に努め種苗生産技術を高め、他府県のイワガキと
比較しつつ奥尻ブランドの可能性を検討する。
　さらに、関係機関の協力を得て奥尻に適した養殖
手法を模索する。

試験養殖
継続育成
販売試験

　今までの経過を基に養殖方法を改善し、順調に養
殖試験を行っている。
　しかし、安定した種苗生産が難しいことから、研
究機関の協力により種苗生産体制の確立に取り組む。
　また、販路拡大に向け島外販売も視野に取り組んだ。

⃝ホヤ養殖試験
　奥尻島のマボヤ漁は、天然資源に依存している為、
採取方法は潜水器漁業が主体となっている。
　そのため、水揚げ量は少なく多大な労力を要して
いる。そこでホヤの安定供給を目的に本養殖試験事
業に取り組み人工種苗生産を試みた。

試験養殖
継続育成
採苗１回

　昨年の試験を踏まえ、産卵時期を逃さないように
採苗に試み、うまくいったことで供給できた。
　今後は引き続き海中試験養殖での成長の経過を調
査し、種苗生産の確立や養殖試験に取り組んでいく。

⃝ナマコ養殖試験
　奥尻島のナマコ漁は、天然資源が減少傾向である
ため、回収率に見込める港湾・漁港を利用し、管理
型漁業として養殖試験を行った。

種苗放流 　漁場調整ができたことで、半閉鎖的環境により試
験養殖が可能となり、管理型漁業への展開が図られた。

取　組　内　容 取組の成果 取組成果の説明

⃝奥尻漁業集落
（内容）草刈り、清掃等により良好な集落環境を整
備する。

清掃等 　海業に伴う販売場所等の環境整備が図られた。
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奥尻空港管理事務所からのお知らせ
　奥尻空港周辺に鉄塔等の高い建造物・植栽の設
置は、航空法により制限されているため、建造物
等の設置計画されている方は、奥尻空港管理事務
所まで、ご連絡下さるようお願いいたします。

 奥尻空港管理事務所（☎01397-3-2153）

　特定有人国境である奥尻島で、漁業等に着業、
起業、事業拡大しようとする方のための相談窓口
を設置しました。

　有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島
地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の
制定により、本町が取り組む離島漁業再生支援交
付金事業が拡充され、特定有人国境離島漁村支援
交付金事業（以下「漁村支援交付金事業」という）
が平成29年に創設されました。この漁村支援交
付金事業は、特定有人国境に指定された地域での
漁業への着業や起業、事業拡大を促進することに
より、雇用の促進を図ることを目的としています。

　地域内での漁業、海業（水産加工・販売等）を
活用した雇用の創出及び拡充のために以下の業務
を行います。
① 漁村支援交付金事業を活用し、漁業や海業の起
業及び事業拡大を図りたい方の相談受付

② 漁村支援交付金事業の活用を希望する者と漁業
集落や漁業協同組合等とのマッチング

③ 漁村支援交付金事業を活用して雇用の確保、拡
充を図るための指導及び活動の支援

奥尻町役場　水産農林課水産係内
〒043-1498　奥尻郡奥尻町字奥尻806番地
電 話：01397-2-3410（直通）
FAX：01397-2-3139

　７月上旬の時点で納税の確認ができない方には、7
月18日（水）に督促状を発付します。
　督促状を受け取っても納税せず放置した場合、差押
えなどの滞納処分の対象となりますのでご注意くださ
い。まだ納税されていない方は至急納税してください
（納税の確認には10日程度かかる場合があります）。
　また、すぐに納税できない事情がある場合は、早急
に檜山振興局に連絡してください。
● 檜山振興局税務課納税係 ☎0139-52-6473 ●
■ 道税ホームページ
  http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/index.htm

◇受験資格
　平成30年４月１日において高等学校または中等教
育学校を卒業した日の翌日から起算して５年を経過し
ていない者など。
◇試験日程
　【海上保安学校】
　受  付  期  間　７月17日（火）～
　　　　　　　　　７月26日（木）まで
　第１次試験日　９月23日（日）
　【海上保安大学】
　受  付  期  間　８月23日（木）～
　　　　　　　　　９月３日（月）まで
　第１次試験日　10月27日（土）
◇申込み方法等
　詳しい試験の日程や受験資格、試験地などについて
は海上保安庁ホームページをご覧ください。
　http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/saiyou/bosyu/

■詳しいことについては、第一管区海上保安本部
　総務部人事課へお問い合わせ下さい。
　　　　　　　　　　　　☎（0134）27－0118

設置の目的

センターの業務

センターの所在地

奥尻町特定有人国境雇用 　　　
　 促進センターの設置について
奥尻町特定有人国境雇用 　　　
　 促進センターの設置について

自動車税を納め忘れていませんか？自動車税を納め忘れていませんか？自動車税を納め忘れていませんか？

平成30年度 上保安学校学生
及び大学生採用試験

平成30年度 上保安学校学生
及び大学生採用試験

平成30年度 上保安学校学生
及び大学生採用試験

平成30年度の自動車税の納期限は５月31日でした平成30年度の自動車税の納期限は５月31日でした
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檜山広域行政組合では、平成30年度10月採用の「救急救命士」の採用試験を実施します。
　　　　　　 職種条件等 救　急　救　命　士
採用予定消防署 せたな消防署　１名
年 齢 条 件 平成６年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた方

資 格 要 件 ⃝救急救命士免許取得者
⃝普通自動車第１種免許取得者（MT）または６月末までに取得見込みの者

身 体 的 条 件
⃝おおむね身長165㎝以上、体重52㎏以上
⃝ 視力両眼（矯正視力を含む）で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上で色覚正常で心

身健全な方

欠 格 事 項 ⃝日本国籍を有しない者
⃝地方公務員法第16条（欠格条項）各号に該当する者

採用予定年月日 平成30年10月１日

一 次 試 験 免　　除

二 次 試 験 体力試験・面接試験　　【日時等は別途通知します　※８月上旬予定】

申 込 期 間 平成30年6月28日㈭午前8時30分～平成30年7月13日㈮午後5時15分まで

申込先・申込方法
申 込 先　①〒043-0052　檜山郡江差町字茂尻町96番地
　　　　　　　　　　　　　檜山広域行政組合　消防本部（☎0139－52－3026）
　　　　　②〒043-1401　奥尻郡奥尻町字奥尻429番地
　　　　　　　　　　　　　檜山広域行政組合　奥尻消防署（☎01397－2－2047）
申込方法　 檜山広域行政組合消防本部及び各消防署（支署）に備付の「申込書」及び「受

験票」に必要事項を記入の上（写真を貼付）救急救命士免許証の写し及び普
通自動車免許証の写し、成績証明書、健康診断書、作文、返信用封筒を申込
先に提出して下さい。（郵送の場合は7月13日㈮必着）

　　　　　普通自動車免許について、６月末取得見込みの場合はその旨ご連絡ください。
　　　　　※ 受験票を特定記録郵便にて返送しますので、返信用として「定形封筒に

242円切手を貼り、住所・氏名を記入」し申込時に必ず提出してください。
◎申込書は檜山広域行政組合のホームページからもダウンロードできます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ＵＲＬ：http://www.hiyama.or.jp】

◆試験実施に関するお問い合わせ先
　檜山広域行政組合 消防本部　庶務課庶務係　☎0139－52－3026（平日の午前8時30分～午後5時15分）



11広報おくしり 平成30年７月号 お知らせ

広
　
告

◆ ◆ ◆ 防衛省・自衛隊からのお知らせ ◆ ◆ ◆

　自衛隊では下表により各種学生・自衛官の採用試験を予定しております。
平成30年度自衛官等採用試験日程（平成31年３月下旬～４月上旬採用）

※ 募集科目内容、俸給、取得可能資格等の細部、資料請求につきましては自衛隊函館地方協力本部江差地域事務
所または、奥尻町役場総務課総務係へお問い合わせ下さい。
　自衛隊江差地域事務所（☎０１３９－５２－２４７６）　役場総務課総務係（☎２－３４０１）

募　集　種　目 資　　　格 受 付 期 間 試　験　期　日

自 衛 官 候 補 生

（ 陸 ・ 海 ・ 空 ）

18 歳 以 上 27 歳 未 満

７/１㈰～試験日の

前日まで

９/16㈰

９/28㈮～９/30㈰

11/17㈯～11/19㈪

12/８㈯～12/10㈪

※上記日程で受験者が希望する１日

一 般 曹 候 補 生 ７/１㈰～９/７㈮

１次：９/21㈮～９/23㈰

２次：10/13㈯・10/14㈰

※上記日程で受験者が希望する１日

航 空 学 生
【海】18歳以降23歳未満

【空】18歳以上21歳未満
７/１㈰～９/７㈮

１次：９/21㈮～９/23㈰

２次：10/１㈯～10/14㈰

３次：細部は合格者に通知します。

防衛大学校

学 生

推 薦

18 歳 以 上 21 歳 未 満

９/５㈬～９/７㈮ ９/22㈯・９/23㈰

総 合選抜
９/５㈬～９/７㈮

９/５㈬～９/28㈮

１次：９/22㈯

２次：10/27㈯・10/28㈰

一 般
１次：11/３㈯・11/４㈰

２次：12/11㈫～12/15㈯

防 衛 医 科

大学校学生

医 学 科

学 生
９/５㈬～９/28㈮

１次：10/27㈯・10/28㈰

２次：12/12㈬～12/14㈮

看 護 科

学 生
９/５㈬～９/28㈮

１次：10/20㈯

２次：12/１㈯・12/２㈰
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わが家の

☆アイドル☆

大須田亮平 さん・優希 さん（字宮津）の

～両親からのメッセージ～
けんかはほどほどに!
元気に仲良く過ごしてね♥

次男 誠 也 くん（２歳７ヵ月） （左）
まさ や

長男 一 誠 くん（４歳11ヵ月）（右）
いっ せい

を納める月ですを納める月です
◎忘れずに納期（７月31日）までに納めましょう。
◎納税に便利な口座振替のご利用をご検討下さい。

　「カンピロバクター」や「腸管出血性大腸菌」
（O157、O111など）による食中毒は、近年、発
生件数が増えているとともに、幼児の重症化事例が
発生するなど大きな問題となっています。
　カンピロバクターは、鶏や牛などの家畜の腸にい
る細菌で生の鶏肉や牛肉に付着していたり、肝臓の
内部に存在しています。少量の菌でも感染し、菌が
体内に入ると２日から５日くらいで発熱や腹痛、下
痢、吐き気などが現れます。
　腸管出血性大腸菌は、主に牛の腸にいる細菌で牛
の糞などを介して牛肉や井戸水等を汚染します。カ
ンピロバクターと同様、少量の菌でも感染し、菌が
体内に入ると３日から７日くらいで発熱や激しい腹
痛、水様性の下痢、血便、嘔吐などが現れます。
　特に抵抗力の弱い子どもや妊婦、高齢者は重症と
なる場合があるため注意が必要です。

　鶏肉の刺身など食肉の生食や、加熱が不十分な肉
料理を食べたりして食中毒が発生しています。また、
手指やまな板を介して汚染された野菜などを生で食
べたり、汚染された井戸水を飲んだりして食中毒が
発生するケースもあります。
　これらの食中毒を防ぐためには、食肉（内臓を含
む）の十分な加熱が重要です。
　特に肉や脂をつなぎ合わせた結着肉や筋切りした
肉、挽肉、タレ等に漬け込んだ肉、レバー、ホルモ
ンなどの内臓などは内部まで十分に加熱して食べま
しょう。
　十分な加熱の目安は、肉の中心まで75度で１分
間加熱することです。例えば、ハンバーグなら竹串
を刺してみて肉汁が透明になり中の赤い部分が無く
なるまで加熱してください。
　また、焼肉やバーベキュー等、自分で肉を焼きな
がら食べる場合も十分に加熱して生焼けのまま食べ
ないようにし、肉を焼く際に使用する箸やトングは、
食べるときに使用するものと使い分けしましょう。

固定資産税
国民健康保険税

（第２期）
（第１期）

７月は７月は

お肉の生食・加熱不足による食中毒

肉の生食は避け、十分に加熱しましょう

 「カンピロバクター」や「腸管出血性大腸菌」
による食中毒にご注意ください

 ご注意ください！ ご注意ください！ ご注意ください！
　臓器移植は、心臓や腎臓、角膜など各種臓器の機能障
害に苦しむ患者さんにとって大きな希望となっています。
　臓器移植は、善意による臓器の提供があってこそ成り
立つ医療です。「あげたい」「あげたくない」というどち
らの意思も尊重されます。
　大切な家族とよく話し合って、自分の意思を「臓器提
供意思表示カード」並びに「運転免許証」及び「健康保
険証」の裏面に表示しお持ちください。
　「臓器提供意思表示カード」は保健所、市町村、医療
機関、薬局、郵便局、警察署、運転免許センターなどの
窓口に備えています。

【お問い合わせ先】
　最寄りの保健所または（社）日本臓器移植ネットワーク
　東日本支部北海道連絡所（☎011－209－1490）まで。

お持ちください
を臓器提供意思カード臓器提供意思カード臓器提供意思カード
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道立江差病院

　● 整 形 外 科 午前　月～金曜日
 　　　（午前11時までの受付）
　 　
　● 循環器内科 午前　月～金曜日
 午後　月・金曜日
　 　
　● 消化器内科 午前　10・24日
 　　　（完全予約制午前10時まで受付）
　　　　　　　　　　　　２・30日
 　　　（完全予約制午前11時まで受付）
 　　　毎週金曜日（再診のみ）
 　　　（午前11時30分まで受付）
 午後　毎週水曜日･9･23日
　 　
　● 呼吸器内科 午前　金曜日
 午後　木曜日
　 　
　● 総合診療（内科） 午前　月～木曜日
　 　
　● 総合診療（外科） 午前　火・水・木曜日
　 　
　● 外　　　科 午前　13・27日
　 　
　● 小　児　科 午前　月～金曜日
 ※午後からの受診は事前連絡が必要
　 　
　● 泌 尿 器 科 午前　月～金曜日
 午後　水曜日
　 　
　● 精　神　科 午前　月～金曜日
 ※初診完全予約制
　 　
　● 産 婦 人 科 午前　月～金曜日
　 　
　● 耳鼻咽喉科 午前　３･４･12･17･18･25･26･31日
 午後　11・25日
　 　
　● 眼　　　科 午前　12・26日
 （予約以外の方は10時までに受付）
 午後　４・18・25日
　 　
　● 皮　膚　科 午前　火曜日
　 　
　● 神 経 内 科 20・27日

【 診 療 受 付 時 間 】
午前８時～11時30分（初診の方は午前９時～）
午後１時～２時30分
◆ 診療日は予定であり、変更になる場合もありま
すので、確認の上、受診してください。

北海道立江差病院
〒043-0022　檜山郡江差町字伏木戸４８４
☎0139⊖52⊖0036　FAX 0139⊖52⊖0098

奥尻町国保病院からのお知らせ
●7月の専門医の出張診療日●

　整形外科診療　
　▶７月 ６ 日（金） 午後１時30分から
　▶７月27日（金） 午後１時30分から

　矯正歯科診療　
　▶７月13日（金） 午後１時から（事前に予約が必要）

　耳鼻咽喉科診療　
　▶７月19日（木） 午後１時30分から

　眼　科　診　療　
　▶７月26日（木） 午後１時30分から
　▶７月27日（金） 午前８時30分から
 （午前中のみ、事前に予約が必要）

　出張診療日程については、専門医や
交通機関等の都合により変更となる場
合がありますのでご注意ください。

◆お問い合わせ先
　奥尻町国保病院　☎２－３１５１

航空機ダイヤ航空機ダイヤ

2018年３月25日～2018年10月26日

●JAL2891　函館発 11：15 → 奥尻着 11：45
●JAL2890　奥尻発 12：15 → 函館着 12：45

◆お問い合わせ先
　日本航空㈱奥尻空港所　☎3－2820
　※航空機発着時間はご遠慮願います｡
　ご予約・ご案内番号 ☎0570－025－071

町の人口・世帯
住民基本台帳５月末現在
 ◯男 　1,420 人（ －４）
 ◯女 　1,279 人（ －４）
 ◯計 　2,699 人（ －８）
 　  1,563世帯（ －３）

（　）は前月末比較増減
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◯総  総務課　◯地  地域政策課　◯保  保健福祉課　◯教  教育委員会　◯病  国保病院　◯警  奥尻駐在所

（病院）国保病院　（いろは）健康づくりセンター　（海セ）海洋研修センター
（海セ図書室）海洋研修センター図書室　（青苗漁港）青苗漁港特設会場　（奥高体育館）奥尻高等学校体育館

 燃やせるごみ　  燃やせないごみ　  資源ごみ　（北） 北部…野名前～赤石地区　（南） 南部…松江～神威脇地区

�発行・奥　尻　町　〒₀㆕叅-㆒㆕⓽⓼ 北海道奥尻郡奥尻町字奥尻⓼₀⓺番地　☎₀㆒叅⓽柒-㆓-叅㆒㆒㆒㈹　FAX₀㆒叅⓽柒-㆓-叅㆕㆕⓹㈹
�編集・総務課情報サービス係　☎₀㆒叅⓽柒-㆓-叅㆕₀㆓（直通）
�奥尻町ホームページアドレス　http://www.town.okushiri.lg.jp　　Eメールアドレス info＠town.okushiri.lg.jp

【このまま見やすいところへ貼ってご活用ください】

お問い合わせ先略称

会 場・ 場 所 略 称

ご み 収 集 の 略 称

わが町のカレンダーわが町のカレンダー平成30年 ７ 月７ 月
日 SUN 月 MON 火 TUE 水 WED 木 THU 金 FRI 土 SAT

１ ２ （北） ３ （北）
（南）
４ （南）

（南）
５ （北） ６ （南） ７

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

◯保   ひよこ教室
（㆒₀:₀₀～いろは）

◯保   かもめ教室
（㆒₀:₀₀～いろは）

◯病   整形外科診療
（㆒叅:叅₀～病院）

◯教   奥高祭
　 （行燈：奥尻地区）

８ ９ （北） 10 （北）
（南）
11 （南）

（北）
12 （北） 13 （南） 14

大安 赤口 先勝 友引 先負 赤口 先勝

◯教   奥高祭 ◯保   ひよこ教室
（㆒₀:₀₀～いろは）

◯警   自動車運転免許
更新時講習

◯保   かもめ教室
（㆒₀:₀₀～いろは）

◯地   法テラス法律相談
（㆒叅:₀₀～海セ）

◯総   北海道南西沖地震発生
から㆓⓹年サイレン放送

（㆒₀:㆒柒～防災無線にて）

◯病   矯正歯科診療
（㆒叅:₀₀～病院）

◯地   室津祭り
　 （場所：青苗漁港）

15 16 （北） 17 （北）
（南）
18 （南）

（南）
19 （北） 20 （南） 21

友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引

◯地   室津祭り
　 （場所：青苗漁港）

海の日 ◯保   ひよこ教室
（㆒₀:₀₀～いろは）

◯保   乳児相談
　 （場所：海セ）

◯保   予防接種
（㆒⓹:㆒⓹～病院）

◯病   耳鼻咽喉科診療
（㆒叅:叅₀～病院）

◯教   本のよみきかせ
　 （㆒⓹:₀₀～海セ図書館）

◯教   檜山管内スポー
ツフェスタ（バ
レーボール競技
の部）

　 （場所：奥高体育館）

22 23 （北） 24 （北）
（南）
25 （南）

（北）
26 （北） 27 （南） 28

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

◯保   いきいき福祉フェア
（㆒₀:₀₀～海セ）

◯保   ミニげんきっこ
　 （福祉フェア）
　 （㆒₀:₀₀～海セ）

◯教   各幼稚園・各
小・中・高等
学校終業式

◯病   眼科診療
（㆒叅:叅₀～病院）

◯病   眼科診療
（⓼:叅₀～病院）

◯病   整形外科診療
（㆒叅:叅₀～病院）

29 30 （北） 31 （北）
（南）

８　
　１

８　
　２

８　
　３

８　
　４

仏滅 大安 赤口

※ 町内行事の日程は、都合により変更となる場合もありますので、詳し
いことは各お問い合わせ先でご確認ください。

町民の皆さまへ
　7月12日、北海道南西沖地震から25年目を迎えます。町では防災行政無線において午前10時
17分にサイレンを流し、お知らせ致しますので、犠牲者を偲び黙とうを捧げてください。


